
平成⼆⼗七年内閣府令第⼗号
⾷品表⽰基準
第五章 雑則

（努⼒義務）
第四⼗⼀条 ⾷品関連事業者等は、第三条及び第四条に掲げる事項のうち、第五条の規定により表⽰の義務がない事項について
表⽰しようとするときは、第三条及び第四条に定める⽅法により表⽰するよう努めなければならない。
２ ⾷品関連事業者等は、この府令に基づく表⽰を適正に⾏うために必要な限度において、その販売する⾷品及び当該⾷品関連
事業者等に対して販売された⾷品の表⽰に関する情報が記載された書類を整備し、これを保存するよう努めなければならな
い。


